
資料２
三鷹市人権関連施策一覧

番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
1 第１部 第２　人権 １　人権意識の啓発

(1)　人権意識向上のための広
報・周知

毎年 12 月の人権週間などの機会を捉
えて、「人権を尊重するまち三鷹条例」の
周知を図ります。また、人権の尊重や差別
の禁止に関する展示等の実施や講演会な
どのイベント開催により、人権意識の啓発
を図ります。

１月25日に亜細亜大学国際関係学部
の秋月　弘子教授を講師に迎え、人権
を尊重するまち三鷹条例記念講演会を
開催しました。「ＳＤＧｓと人権」という
身近なテーマで、参加者自身の人権に
ついて改めて考える機会となりまし
た。
12月の人権週間では、人権特設相談
を開設し、パネル展示も行いました。

今年度も、講演会の開催を予定
しています。審議会での意見を
踏まえ、より身近に人権を感じ
られるようなテーマ選定に努め
ます。

企画経営課

2 第１部 第２　人権 １　人権意識の啓発
(2)　「人権を尊重するまち三鷹
条例」パンフレットの作成等

「人権を尊重するまち三鷹条例」の内容を
市民に周知するとともに、条例の理念や
人権への理解を深めるため、同条例に関
するパンフレットを作成し、市民や事業者
等に配布するなど、条例の普及啓発を図
ります。作成に当たっては、全ての市民に
とって、わかりやすく学びやすい内容とし
ます。

意義や背景などを分かりやすく解説し
たガイドブック（逐条解説）を作成し、市
HPで公開しました。
条例の趣旨や人権が尊重される社会
の大切さを、子どもたちにもわかりや
すいように、イラスト等を交えたパンフ
レットを作成しました。

令和６（２０２４）年度末に作成し
たパンフレットを、市内公共施
設、小中学校等へ配付・配架す
るほか、e-bookポータルや市
HPで公開する。各種イベント等
で配付し、啓発します。

企画経営課

市作成のパンフレットの他、法務局で
の啓発グッズ、東京都人権啓発セン
ター発行の冊子等を活用し、啓発活動
を行いました。
子どものための人権啓発事業（CAP
ワークショップ（=Child Assault
Preventionの略。子どもへの暴力防
止））では、４校の小学３年生計344
名、大人計４７名が参加しました。

人権について考えるきっかけを
増やせるよう、各種啓発グッズ
を活用し、引き続き啓発します。
CAP事業は、令和７(2025)年
度より、子ども政策部児童・青
少年課へ事務移管し、子どもに
関する取組との連携を図ってい
きます。

企画経営課
※　CAP事業は
R7より児童青少
年課

令和３,４年度の東三鷹学園三鷹市立
第六中学校の推進校の取組を各学園
及び各学校において学校経営等に生
かし、人権教育の推進を図りました。ま
た、連雀学園三鷹市立南浦小学校が令
和６,７年度と人権尊重教育推進校とし
て研究を進めて人権尊重教育の推進
を図ります。

令和６,７年度に連雀学園三鷹市
立南浦小学校の人権尊重教育
推進校として研究を深めた実践
を東京都内の小・中学校におけ
る人権尊重教育を推進するため
東京学芸大学特任教授伊東哲
先生をお招きし、研究発表及び
講演会を実施します。

指導課

3 「人権を尊重するまち三鷹条例」の理念に
基づき、条例の逐条解説やパンフレットを
活用し、子どもから大人まで、あらゆる年
代の方が、条例の主旨や人権への理解を
深められるよう、地域での啓発活動を推
進します。
また、子どものための人権啓発事業や人
権尊重教育推進校事業などを通して、学
校での人権教育を実施します。

１　人権意識の啓発
(3)　学校や地域での人権教育の
推進

第２　人権第１部
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資料２
三鷹市人権関連施策一覧

番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
4 第１部 第２　人権 １　人権意識の啓発

(４)　啓発事業の実施
人権問題を自分ごととして考えるととも
に、人権が尊重されるまちづくりを推進
することを目的として、市民から標語や
ポスター等を募集し、表彰や展示を行う
など、誰もが暮らしやすいまちの実現に
向けて、啓発事業を実施します。

一般向けの標語やポスターの募集はで
きませんでしたが、法務局及び人権擁
護委員と連携し、中学生人権作文コン
テストに市内７校から996名応募、人
権の花運動及びこどもたちからの人権
メッセージ発表会に、輪番制で２校（一
小・二小）が取組みました。

継続して啓発事業を行うととも
に、令和７年度は、東京都人権
啓発活動ネットワーク協議会が
実施する「都民の人権川柳」を
市民に周知し、人権や差別につ
いて考えるきっかけを作りま
す。

企画経営課

5 第１部 第２　人権 ２　人権を尊重するまちづくりの
推進
(1)　人権のまちづくりの推進

市の人権施策の推進に関することや、人
権に関する相談及び救済に関することな
どについて、審議会において調査審議を
行うなど、人権が尊重され、誰もが暮らし
やすいまちの実現に向けて取組を推進し
ます。

条例第13条に基づき、「人権を尊重す
るまち三鷹審議会」を設置し、条例の
概要説明や制定を検討中の個別条例
の進捗状況等について報告し、意見交
換を行った。

引き続き、審議会を開催しま
す。市の人権関連施策一覧をお
示しするほか、制定を検討中の
個別条例について報告・審議を
行います。

企画経営課

6 第１部 第２　人権 ２　人権を尊重するまちづくりの
推進
(2)　人権に関する相談体制の構
築

人権侵害に関する専門の相談員を設置
し、市民からの不当な差別的取扱いに関
する事項などの相談に応じ、迅速かつ適
切な解決へとつなげます。
また、各課の窓口における、人権に関す
る相談に適切に対応できるよう、庁内横
断的な連携を図ります。

条例第11・12条に基づき、人権相談を
開始し、相談実績は４件でした。職員が
相談に応じ、関係機関等やより相応し
い窓口へ繋ぐこともできました。法律
的な助言を行う「人権相談員」を２名に
委嘱し、体制を整えましたが、対応を引
き継ぐ案件はありませんでした。
また、従来から実施している人権擁護
委員による人権・身の上相談について
も、毎月第３水曜日と、年２回特設相談
を実施しました。

引き続き、人権に関する相談に
対応します。法務局との連携を
強化し、職員が法務局主催の研
修に参加し、対応力を高めるほ
か、条例に基づき対応できるこ
と、できないことの線引きを明
確にします。

企画経営課

7 第１部 第２　人権 ２　人権を尊重するまちづくりの
推進
(3)　庁内連携による人権施策の
推進

「人権を尊重するまち三鷹条例」は、人権
を尊重するまちづくりの上位規範であ
り、全ての施策に通底します。人権施策の
推進に当たっては、庁内連携による横断
的な取組により、情報共有を図るととも
に、活発な意見交換等により、相互に人
権意識を高めながら、各施策に取り組み
ます。

条例第５条に基づき、庁内の連絡調整
を図り、人権施策を推進するため、「三
鷹市人権施策推進連絡会議」を設置
し、会議を１回開催しました。

引き続き庁内推進連絡会議を
開催します。令和７年度末には、
認知症に関する個別条例の制
定を予定していることから、複
数回の開催を検討します。

企画経営課
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資料２
三鷹市人権関連施策一覧

番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
8 第１部 第２　人権 ２　人権を尊重するまちづくりの

推進
(4)　人権に関する個別条例の検
討

子どもを権利の主体として位置付け、そ
の基本的人権が保障され、いじめや虐
待、ヤングケアラーなど権利が阻害され
た状態から子どもを守るため、また、高齢
者がいつまでも、住み慣れた地域で安心
して暮らすことができるよう、個別の人
権条例の制定に向けて検討を進めます。
【⇒ 第６部第２ ２(1)、第７部第１ １(1)】

18及び23を参照 18及び23を参照 企画経営課
高齢者支援課
子ども家庭課
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資料２
三鷹市人権関連施策一覧

番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
9 第１部 第３　男女平

等参画
１　男女平等参画に関する施策の
推進
(2)　性別等によらず活躍できる
環境の整備

性別や性的指向、ジェンダーアイデンティ
ティにかかわらず、誰もが個人として尊
重され、一人ひとりの個性と能力が十分
に発揮できる社会の実現に向けて、正し
い理解を促進するとともに、普及啓発や
人権教育に取り組みます。また、悩みを抱
えている人が相談しやすい環境づくりを
進めます。

令和6（2024）年7月よりみたか
SOGI相談（性の多様性に関する相談）
（対面相談）を開始、相談は延べ３件で
した。webフォームでの申込受付、氏
名提供は任意とする等相談者の利用し
やすさに配慮しました。市内大学での
チラシ配付等、広く周知に努めました。
職員向けガイドブックの作成に当たっ
ては、専門家による監修を経てより実
務的な内容としました。
令和２（2020）年度より実施している
職員向け研修は、令和６（2024）年度
は新任職員及び未受講者に対し対面
研修を行いました（受講者99人）。

SOGI相談については、相談方
法に電話相談も追加し、利便性
と利用件数の向上に努めます。
職員向けガイドブックについて
は、全職員への提供、研修での
活用等、性の多様性について継
続して学べるよう取組を進めま
す。
また、令和７（２０２５）年度の男
女共同参画週間パネル展で多
様な性の理解促進に向けた情
報発信、啓発に取り組みます。

企画経営課

法施行のタイミングで、子育て支援課
と連携し広報みたか、市ＨＰで情報発
信し、各種相談窓口について周知を図
りました。
庁内向け研修の参加や、男女平等参画
施策担当会議にて近隣市と検討状況
について意見交換したほか、支援調整
会議の設置に向けて庁内で協議・検討
を行いました。

新法施行の背景や社会の課題
も含め、各種事業の機会を捉
え、あらゆる市民に対して広く
周知し、啓発を図っていきます。
支援調整会議設置に向けて引
き続き庁内で協議・検討を進め
ます。

企画経営課

健康福祉部と連携し、「第３回重層的支
援体制推進会議」において、お茶の水
女子大学名誉教授戒能民江さんを講
師に招き、「女性支援新法の理解促進
と実践的な支援に向けて」をテーマに
講演会を実施しました。また、支援調整
会議の設置に向けて庁内で協議・検討
を行いました。

支援調整会議設置に向けて引
き続き庁内で協議・検討を行い
ます。

子育て支援課

11 第１部 第３　男女平
等参画

１　男女平等参画に関する施策の
推進
(5)　パートナーシップ宣誓制度
の運用

2024（令和６）年 4 月に導入した「パー
トナーシップ宣誓制度」を東京都の同制
度と連携しながら適切に運用するととも
に、制度の周知を図るなど、性的指向及
びジェンダーアイデンティティにかかわら
ず、一人ひとりの人権が尊重され、誰も
が自分らしく生き、安心して暮らせる地
域社会の実現をめざします。

制度開始の４月には広報で特集記事を
掲載したほか、６月のパネル展での周
知、男女平等参画啓発誌『Shall
we?』への掲載、また東京都のHP上
での情報発信を通して周知を図りまし
た。令和６（2024）年度のパートナー
シップ宣誓制度受理証等交付実績は２
件でした。

当事者の方に利用していただけ
るよう制度の周知に努めます。
また、民間事業者や医療機関等
において、具体的にどのような
事象に直面するかを把握し、情
報収集に努めます。

企画経営課

10 第１部 第３　男女平
等参画

１　男女平等参画に関する施策の
推進
(4)　困難な問題を抱える女性へ
の支援

2024（令和６）年４月の「困難な問題を
抱える女性への支援に関する法律」の施
行を踏まえ、新法の理解促進と実践のた
めの市職員向けの専門研修を実施しま
す。また、困難な問題を抱える女性に対す
る適切かつ円滑な支援に向けて、関係団
体等との連携について検討を進めます。
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資料２
三鷹市人権関連施策一覧

番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
DVリーフレットやDVカードを市内公
共施設に設置し、正しい知識、相談先
についての周知を行いました。２月に
はＤＶ防止のための庁内関係窓口連絡
会を開催し、DVに関する市内の現状
についての情報共有、連携体制につい
ての確認を行いました。その中で、三
鷹市が実施する相談窓口について、各
課関係先（地域包括支援センター）にお
いても周知を図るべきとの状況を確認
し、更なる連携につなげました。

令和７（2025）年度にリーフ
レット、DVカードの改訂を行い
ます。掲載内容だけでなく、設
置先や活用方法についても、カ
ウンセラー会議やＤＶ防止のた
めの庁内関係窓口連絡会等で
意見を聞き、より効果的な周
知・啓発方法を検討していきま
す。

企画経営課

「DV防止のための庁内関係窓口連絡
会」、「重層的支援体制推進会議」等で
のネットワークを活かし、事例の共有を
行うとともに窓口での異変を感じた際
には相談員へつなげるよう周知を図り
ました。

ＤＶ被害者は加害者の監視等に
よって相談しづらい状況にある
ことが考えられることから、被
害者のSOSを見逃さないよう
引き続き関係部署等との連携
に努め、早期発見、早期支援に
つなげていきます。

子育て支援課

13 第１部 第４　国際化 １　外国籍市民との共生
(1)　外国籍市民が安心して暮ら
すための情報発信の充実

日常生活相談など外国籍市民向けの事
業の更なる周知を図るとともに、公益財
団法人三鷹国際交流協会の積極的なＰＲ
を行うなど、外国籍市民が安心して暮ら
せるよう、ＳＮＳの活用などにより、情報
発信の充実を図ります。また、「やさしい
日本語」による行政や防災情報の提供の
充実を図るほか、窓口等での翻訳ツール
の活用・促進など、多言語によるきめ細
かな情報発信に取り組みます。

外国籍市民を対応する頻度の高い窓
口において多言語翻訳ツールを配置す
るほか、各課が作成する案内やリーフ
レット等の多言語翻訳を行い、行政の
情報が外国籍市民にも分かりやすく届
けられるよう取り組みを進めました。
また、令和７(2025)年度に外国籍市
民向け防災ガイドブックを作成するこ
ととし、第１３期みたか国際化円卓会議
において、ワークショップ等を通して、
様々な視点から具体的な提案をいた
だき、作成の参考としました。

引き続き、各課が必要とする案
内の多言語翻訳を進めます。ま
た、防災ガイドブックの完成に
向けて、みたか国際化円卓会議
をはじめ、MISHOPや防災課
と連携しながら、より使いやす
いガイドブックになるよう努め
ます。

企画経営課

ＤＶやハラスメントに関して、正しい理解
の促進とその防止に向けた啓発の充実を
図ります。また、早期に相談へつなぐた
め、相談窓口の周知、相談しやすい環境
づくりに取り組みます。

12 第１部 第３　男女平
等参画

２　男女平等参画を阻害する暴力
の防止と被害者支援
(2)　ＤＶやハラスメントなどの未
然防止と早期発見
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資料２
三鷹市人権関連施策一覧

番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
14 第１部 第４　国際化 １　外国籍市民との共生

(2)　日本語学習の充実と機会拡
大

外国籍市民のニーズに即して日本語を学
習する教室事業の更なる充実を図るほ
か、日本語レベルに応じた適切なグルー
プ分けを行うことにより、幅広い対象者
に学習機会を提供します。

大人向けには、日常会話の日本語習得
を支援することを目的とした「日本語
教室」、小中学生の児童・生徒向けには
楽しく充実した学校生活を送れるよ
う、生活対応言語を中心とした日本語
の習得と学習思考言語を中心とした教
科の習得を支援する「子ども教室」や
学校での取り出し授業を行う「語学サ
ポート」などにより、外国籍市民や外国
につながりのある方たちが、日常生活
や学校生活を送るうえで必要な日本語
を学習する機会を提供しました。

外国籍市民の人口増加に伴い
学習希望者が増加する中で、幅
広い周知・広報活動などにより
活動の担い手であるボランティ
アの発掘・確保を行うとともに、
より効率的・効果的な学習機会
の提供方法について検討してい
きます。

企画経営課
三鷹国際交流協
会（MISHOP）

15 第３部 第２　道路 ４　安全安心な道路環境の構築
(2)　バリアフリーに配慮したみ
ちづくりの推進

高齢者や障がい者を含めた全ての人が
安心して通行できるように、歩道の整備、
段差の解消、誘導ブロックやベンチの設
置など、バリアフリー化を推進します。

市の管理する道路に「ほっとベンチ」を
８基設置し、道路のバリアフリー化を推
進しました。

引き続き、市民からの要望箇所
等に「ほっとベンチ」を設置す
る。（令和７(2025)年度は６基
設置予定）

道路管理課

16 第３部 第３　住環境 ２　バリアフリーのまちづくりの
推進
(1)　「バリアフリーのまちづくり
基本構想」の改定と推進

「バリアフリーのまちづくり基本構想」を
改定し、心のバリアフリーに関する教育啓
発特定事業を実施するとともに、移動等
円滑化に関する市民の理解と協力を得る
ことが当たり前となる環境を整備しま
す。

バリアフリーのまちづくり推進協議会
を開催し、前基本構想の更新・拡充内
容の検討、基本構想素案の作成等の検
討を行いました。また、特定事業につ
いては、関係事業者による事業部会を
開催して、事業者による検討と調整を
行いました。

バリアフリーのまちづくり推進
協議会において、特定事業の進
捗状況について情報提供し、特
定事業を推進するための検討、
意見聴収を行います。

都市計画課

17 第３部 第５　緑と公
園

３　安全で安心な魅力のある公園
再生
(2)　誰もが利用できる公園の整
備

ハンディキャップの有無にかかわらず、誰
もが楽しめる公園づくりをめざして、遊
具改修の際に必要に応じてインクルーシ
ブ遊具を設置するほか、バリアフリー等に
配慮したトイレに改築し、誰もが利用でき
る公園づくりを推進します。

下連雀児童公園にインクルーシブ遊具
を設置するとともに、新川天神山青少
年広場のトイレをバリアフリー対応のト
イレへ改修を行いました。

引き続き、公園へのインクルー
シブ遊具の設置や老朽化したト
イレのバリアフリー対応トイレへ
の改修に取り組みます。

緑と公園課

18 第６部 第２　高齢者
福祉

２　認知症高齢者の支援と権利擁
護の推進
(1)　認知症施策の計画的な推進

2023（令和５）年度に成立した「共生社
会の実現を推進するための認知症基本
法」及び市の「人権を尊重するまち三鷹条
例」を踏まえて、市の認知症に係る計画
の策定及び条例の制定について取組を
進め、認知症施策の総合的かつ計画的な
推進を図ります。
【⇒第１部第２ ２(4)】

国等の動向や他市の状況などを把握
するとともに、それらを踏まえ、三鷹市
認知症地域支援ネットワーク会議にお
いて条例の基本的な理念や盛り込む
べき項目等について検討を行いまし
た。また、令和６(2024)年11月から
令和７(2025)年３月にかけ、市内で
実施される集いの場や講座等の機会
を捉え「認知症」に関する紙面アンケー
トを実施し、216名から回答をいただ
きました。

条例制定に当たっては、そのプ
ロセスを重視し、特に意見聴取
については、インターネットアン
ケート調査や介護施設ヒアリン
グ調査、各地域包括支援セン
ターによるワークショップ等で、
市民及び認知症当事者やその
ご家族のご意見を直接お聴きす
る機会を設けて行く予定です。

高齢者支援課
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番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
19 第６部 第２　高齢者

福祉
２　認知症高齢者の支援と権利擁
護の推進
(2)　地域の連携による認知症高
齢者への支援

認知症高齢者が住み慣れた地域で、いつ
までも安心して、自分らしく暮らせるまち
をめざし、地域、学校、企業等と連携して
認知症サポーター養成講座等の普及啓発
事業や地域活動の場づくりなどに取り組
み、「認知症にやさしいまち三鷹」のまち
づくりを推進します。認知症施策の推進
体制の強化を図り、地域展開の拡充と施
策全般の充実を図ります。

認知症施策や取組を検証・検討する場
として、医療・介護関係者等を構成員
とする「三鷹市認知症地域支援ネット
ワーク会議」を設置運営するほか、認知
症への理解促進を目的とした市民啓発
イベントの実施等を行いました。　啓発
イベントは、９月21日の「認知症の日」
に合わせて実施し、認知症当事者によ
るパネルディスカッションのほか、新た
な取組として認知症に関する映画を上
映し、182名と多くの方に来場いただ
きました。

令和７(2025)年度においても
９月の「認知症月間」を中心に、
市民啓発イベントや図書館企画
展示、認知症当事者による川柳
の募集・公開などを通じ「認知
症にやさしいまち三鷹」のまち
づくりを推進していきます。

高齢者支援課

20 第６部 第３　障がい
者福祉

１　互いを理解し、認め合う地域
づくり
(1)　障がいに対する理解の推進
と障がい者の権利保障

障がいに対する理解を深めるため、「心の
バリアフリー」を推進する活動を積極的に
行います。また、障がい者差別解消の取
組について、事例を踏まえた周知を進め
るとともに事業者等に向けた合理的配慮
についての啓発を行います。虐待防止に
ついては、早期発見、早期対応及び未然
防止のための周知・啓発を行います。

障がい者地域自立支援協議会当事者
部会が作成した防災パネル展示や、映
画上映会の実施、市報の特集面で障が
い理解に関する記事などを掲載し、理
解促進に努めました。
合理的配慮については、商工Newsに
掲載し事業所への周知・啓発を行いま
した。
市内の事業所の連絡会等で虐待防止
のパンフレットを配布し周知啓発に努
めるとともに、基幹相談支援センター
で相談を受ける際には、虐待防止の観
点を持って対応しました。また東京都
が主催する研修会を受講し知識の習得
に努めました。

前年度実施した事業を引き続き
継続し、障がいに対する理解促
進を行っていきます。
また、令和7(2025)年度から
新たに、障がい福祉サービス事
業所に通う利用者の活動紹介
のパネル展示を実施します。
虐待防止については、引き続き
様々な機会を捉えて、未然防止
の周知・啓発に取り組むととも
に、東京都の研修会に参加し相
談支援の質をあげる取り組みを
行います。

障がい者支援課

21 第６部 第４　生活支
援

１　生活保護制度の適正な運用
(1)　生活保護制度の適正かつ適
切な運用と情報発信

健康で文化的な最低限度の生活を保障
する生活保護制度を実現させるため、日
常生活の支援をはじめ、社会的・経済的
な自立に向けた支援を推進します。また、
支援を必要とする人が生活保護申請を躊
躇する事態が発生することのないよう、
制度の正しい情報の普及啓発に努めま
す。

最低限度の生活の保障に努めるととも
に、受給者の人権を尊重し、一人一人
の気持ちに寄り添いつつ、生活保護法
及びその理念に基づき、各世帯の課題
に応じた自立の支援を行いました。生
活保護申請については、専任の相談員
が相談内容を丁寧に聞き取りながら、
申請は権利である旨を伝え、適正な制
度運用に努めました。

今後も引き続き、健康で文化的
な最低限度の生活の保障と自
立の助長を図っていきます。ま
た、正しい制度理解の浸透のた
めの効果的な周知に努めてい
きます。

生活福祉課
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番号 体系 施策 概要 令和６年度取組状況 今後の取組予定・課題 担当課
22 第６部 第４　生活支

援
３　生活困窮者の自立支援の充
実
(1)　生活困窮者に対する社会
的・経済的課題の解決に向けた
支援

重層的なセーフティネットの担い手として
定着した生活・就労支援窓口については、
従前から実施してきた生活保護からの自
立後も途切れることなく支援するフォ
ロー体制の実効性を高めるために、関係
機関との一層の連携の緊密化をめざし
て、そのあり方の強化・充実に向けた取組
を進めます。

生活・就労支援窓口については、庁内
外問わず様々な部署から相談が寄せら
れました。相談者の気持ちに寄り添い、
尊厳を確保し、個々の状況に応じた就
労支援・家計改善支援等、必要な支援
を実施しました。

引き続きホームページや広報等
により、事業周知に努め、課題
解決の一助となるように取り組
みます。

生活福祉課

23 第７部 第１　子ども・
若者・子育て
支援

１　子どもの人権の尊重
(1)　子どもの人権擁護の推進

子どもを権利の主体として位置付け、そ
の基本的人権を保障し、権利を侵害され
ることなく育っていけることを目的とし
て「子ども人権基本条例（仮称）」を制定し
ます。条例の制定に当たっては、全児童ア
ンケートや子ども・若者会議（仮称）など
により子どもの意見を集約し、ホーム
ページ等で情報を公開しながら取り組み
ます。
【⇒第１部第２ ２(4)】

「（仮称）三鷹市子どもの権利に関する
条例（素案）検討委員会」を設置し、内
容の検討を進めるとともに、子どもの
意見や思いを条例に反映することを目
的に、「子どもの権利について考える
ワークショップ」を開催しました。

子どもの意見や思いを条例へ
反映させることを目的として、
「条例制定に向けた子どもへの
アンケート」を実施します。アン
ケートの結果と令和6(2024)
年度に実施したワークショップ
の結果を合わせて参考にし、条
例素案の検討を進めます。

子ども家庭課

24 第７部 第１　子ども・
若者・子育て
支援

１　子どもの人権の尊重
(2)　児童虐待等への適切な対応

妊産婦、子育て世帯、子どもを守るため、
改正児童福祉法（2024（令和６）年４月
施行）の趣旨を踏まえ、必要な体制を構
築し、子ども家庭支援ネットワーク（要保
護児童対策地域協議会）を活用した連携
支援の強化を図ることにより、地域資源
をつなぐ強みを生かした予防的・継続的
な支援を行います。また、地域全体で子
どもの人権を守るため、虐待予防やヤン
グケアラーの理解と支援等の意識啓発に
取り組みます。引き続き、児童相談所と相
互連携を図るとともに、今後予定されて
いる児童相談所の再編に当たっては、更
なる連携に必要な機能等について、東京
都に要望します。

三鷹子ども家庭支援ネットワークの代
表者会議、実務者会議を開催し、ネット
ワークを活用した連携支援の強化を図
るとともに、対応ケースに合わせて個
別ケース検討会議を開催し、関係機関
との連携による支援を行いました。
特に虐待予防に関連して愛着形成や児
童の意見表明権、性被害など様々な角
度から研修を行ったほか、ヤングケア
ラー支援について地域の様々な団体
向けに研修会を実施するなど、関係機
関への意識啓発に取り組みました。

会議や研修会の開催など、三鷹
子ども家庭支援ネットワークを
活用した連携支援の強化に引き
続き取り組みます。

子ども家庭課

25 第７部 第１　子ども・
若者・子育て
支援

１　子どもの人権の尊重
(3)　地域における社会的養育体
制の強化

児童相談所や児童養護施設等と連携し、
養育に特に支援が必要な子どもと子育て
家庭に対する支援の充実について検討
し、社会的養育体制の強化に取り組みま
す。

児童相談所等と連携し、養育家庭体験
発表会やパネル展、里親サロン等を実
施し、養育家庭の普及啓発や支援に取
り組みました。
ショートステイについて、児童養護施設
と連携し、改正児童福祉法や近隣市の
実施状況を踏まえ、利用要件、利用年
齢、利用料金の改正を行い、事業を拡
充し、養育に支援が必要な子どもと子
育て家庭への支援の充実に取り組みま
した。

引き続き養育家庭の普及啓発
や支援に取り組みます。
ショートステイについては、保護
者が安心して子育てができる
セーフティネットとして事業の
周知を図るとともに、宿泊を伴
い子どもの負担が少なくないた
め、きめ細やかな相談対応で、
子どもや家庭に適切な支援とな
るよう利用調整を図ります。

子ども家庭課
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26 第７部 第2　教育 ２　個人と社会のウェルビーイン

グの実現のための一人ひとりを
大切にする教育の推進
(3)　一人ひとりを大切にする学
校風土の醸成

各学園の生活指導方針のもと、組織的な
生活指導を実施するとともに、児童・生徒
の意見の尊重や心理的安全性を確保す
ることで、児童・生徒が主体的に取り組も
うとする意欲と態度を育てます。

各学園・学校において教育課程上に生
活指導の全体計画及び年間指導計画
を位置づけ児童・生徒が安心・安全に
生活できる学校の環境を整え、一人ひ
とりを大切にする教育を推進しまし
た。また生活指導主任会を年に５回開
催し、各校の生活指導上の課題を共有
し、解決を図ることやジェンダー教育
等の喫緊の課題における研修を実施
し、理解の促進を図りました。

今年度も生活指導方針等を見
直す機会を設定し、児童・生徒
の意見を尊重しながら安心・安
全な環境整えていきます。

指導課

27 第７部 第2　教育 ２　個人と社会のウェルビーイン
グの実現のための一人ひとりを
大切にする教育の推進
(4)　教育支援の充実

子ども一人ひとりのニーズに応じた適切
な教育支援を行うため、福祉、保健、医療
等の関係機関と連携した相談・支援機能
の充実を図るとともに、教員の専門性を
高める適切な研修等を実施します。また、
医療的ケアが必要な児童・生徒への丁寧
な支援や教育支援学級の充実に取り組み
ます。

6月に教育支援管理職研修を実施し、
神戸大学名誉教授鳥居　深雪先生をお
招きし、管理職としての教育支援にお
けるマネジメント力の向上を図りまし
た。また教育支援コーディネーター連
絡協議会を年に２回開催し、市内小中
学校のコーディネーターや近隣と特別
支援学校の教員、スクールカウンセ
ラー、総合教育相談室職員等の関係諸
機関との相互の理解や連携を図り、多
様な児童・生徒への支援や課題解決に
おける連携の強化を推進しました。更
に教育支援夏季研修を実施し、市内教
員の教育支援の理解を深めるため実
践的な研修を実施しました。

今年度も、様々な研修会や連絡
協議会を実施します。教育支援
の理解をより深めながら、教員
の専門性の向上に努めます。

指導課
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